
１．利用者支援事業〔本計画76ページ〕

２．地域子育て支援拠点事業〔本計画77ページ〕

資料№3

千曲市こども計画

第７章　地域子ども・子育て支援事業（量の見込みと提供体制の確保）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度
実施予定か所数 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所

基本型 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所
こども家庭センター型 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

実績 3か所
基本型 2か所

こども家庭センター型 1か所

説明

【基本型】
（こども未来課）
　更埴・上山田の両子育て支援センターで実施しています。こ
どもまたはその保護者等の身近な場所において、地域の子育て
支援事業等を円滑に利用できるよう情報の提供や相談支援を実
施しました。事業の実施には、利用者支援専門員の配置が必要
になり、令和７年度は８名を配置しました。
【こども家庭センター型】
（こども未来課・健康推進課）
　こそだてサポート会議を２３回開催しました。

※月延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 1,991人回 1,932人回 1,912人回 1,858人回 1,808人回
実施か所の見込み 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

実績 1,524人回
実施か所 2か所

説明

（こども未来課）
　更埴・上山田の両子育て支援センターで実施しています。引
き続き子育て中の親の支援や事業の充実に取り組みます。
　令和７年度より、子育てひろば等のイベントのLINE予約を導
入しました。

【基本型】
　こども及びその保護者等の身近な場所において、地域の子育て支援事業等を円滑に
利用できるように情報の提供や相談支援を行う事業です。
【こども家庭センター型】
　母子保健と児童福祉が連携し、妊産婦及びこどもとその家庭等を対象として妊娠期
から子育て期にわたるまでの切れ目ない相談支援を行う事業です。

内訳

内訳

　公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子
の交流や育児相談、情報提供等を実施する事業です。
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３．妊婦健康診査〔本計画77ページ〕

４．乳児家庭全戸訪問事業〔本計画78ページ〕

５．養育支援訪問事業〔本計画78ページ〕

※年間
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 330人 324人 320人 314人 312人
実績 296人

説明

（健康推進課）
 若干、見込みを下回る実績となっています。

※年間
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 338人 330人 324人 320人 314人
実績 286人

説明

（健康推進課）
　訪問対象数287人（令和７年出生数）に対し、286人に実施し
ました。

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 239人 236人 231人 229人 222人
実績（専門的相談支援） 293人
実績（育児・家事支援） 37人

説明

【専門的相談支援】
（こども未来課・健康推進課）
　「４．乳児家庭全戸訪問事業」や乳幼児健診等の結果、支援
が必要な家庭に対して保健師、家庭相談員が訪問して相談支援
を実施しています。

【育児・家事支援】
（こども未来課）
　育児や家事に関するお手伝いを行なう産前・産後支援ヘル
パー派遣事業については、５か所（社協・大志会森の里・ﾊﾝﾃﾞｨ
ｷｬｯﾌﾟしあわせｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ・アリスチャイルドメイト・le 
cocon）へ委託し実施しました。

　妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業です。妊婦の健康の保持及び増進を図
るため、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適
時に必要に応じた医学的検査を実施します。

　子育てについての情報提供や養育環境の把握、相談・助言等の援助を行う等の目的
で、生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する事業です。

　母子保健事業等の実施により把握した、保護者の養育を支援することが必要な家庭
に対して、その居宅を訪問し、養育が適切に行われるように相談、指導、助言等を行
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６．子育て短期支援事業〔本計画79ページ〕

７．ファミリー・サポート・センター事業〔本計画80ページ〕

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 108人日 106人日 104人日 103人日 100人日
実施か所（ショートステイ） 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所
実施か所（トワイライトステイ） 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

実績 417人日
実施か所（ショートステイ） 3か所
実施か所（トワイライトステイ） 2か所

説明

（こども未来課）
　ショートステイは児童養護施設恵愛・善光寺大本願乳児院・
社会福祉法人湖会子育て支援事業施設ぽらりすへ、トワイライ
トステイは児童養護施設恵愛、社会福祉法人湖会子育て支援事
業施設ぽらりすへ委託し実施しています。
　利用実績が見込みを上回っていますが、施設と連携し受入れ
を行っています。

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 705人日 754人日 789人日 831人日 880人日
実績 496人日

説明

（こども未来課）
　更埴子育て支援センターが事務局となり実施しています。
　令和７年度末現在、登録会員数524人（依頼会員372人、提供
会員124人、両方会員28人）となっています。

　保護者が疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難と
なった場合等に、児童養護施設などにおいて宿泊を伴う養育・保護を行う事業です。

　子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会
員）、両方を兼ねる人（両方会員）が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業で
す。保育園・児童センター等への送迎、託児を行っています。
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８．一時預かり事業〔本計画81ページ〕

９．延長保育事業〔本計画83ページ〕

（１）幼稚園での預かり保育 ※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み（在園児対象型） 7,955人日 7,618人日 7,657人日 7,336人日 7,320人日
実施か所の見込み 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所

実績（在園児対象型） 7,751人日
実施か所 8か所

説明

（保育課）
　１号認定の預かり保育（新２号認定）は、市内では信学会さ
ゆり幼稚園、AKI保育園、市外では円福幼稚園、東長野幼稚園、
坂城幼稚園、フレンドこども園、おひさまクラブ幼稚園、古牧
あけぼの幼稚園など、合計８か所で実施しました。

（２）幼稚園以外での預かり保育 ※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み（在園児対象型を除く） 414人日 409人日 400人日 396人日 384人日
実施か所見込み 18か所 18か所 18か所 18か所 18か所

実績（在園児対象型を除く） 458人日
実施か所 15か所

説明

（保育課）
 公立保育園11園、私立保育園等４園で実施しました。

※年間
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 954人 946人 927人 922人 892人
実施か所の見込み 19か所 19か所 19か所 19か所 19か所

実績 914人
実施か所 20か所

説明

（保育課）
 実績は年間の利用者数です。

　保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより保育が一時的に困難となった乳
児または幼児について、保育所その他の場所において、一時的な預かりを行う事業で
す。

　保育所利用者を対象に、通常の延長保育時間以降に保育を希望する場合に提供する
事業です。
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10．病児保育事業〔本計画83ページ〕

11.放課後児童健全育成事業〔本計画89ページ〕

12.実費徴収に係る補足給付を行う事業〔本計画90ページ〕

13.多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業〔本計画90ページ〕

※公立分のみ掲載　年延べ

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度
量の見込み 108人日 108人日 105人日 104人日 102人日

実施か所の見込み 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所
実績 34人日

実施か所 1か所

説明

（こども未来課）
　千曲中央病院への委託（H28.3.1開始、愛称は「あぷりこっ
こ」）とちくまの森保育園で実施しています。
　利用者延べ人数の内訳は、市内28人、長野市5人、坂城町1人
です。

※年度末登録児童数
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 698人 696人 683人 672人 694人
低学年 645人 643人 630人 621人 643人
高学年 53人 53人 53人 51人 51人

実施か所の見込み 12か所 13か所 13か所 13か所 13か所
実績 607人
低学年 563人
高学年 44人

実施か所 12か所

説明

（こども未来課）
　児童センター・児童館や学校で実施しています。平成27年4月
1日より終了時間を18時30分から19時に延長し、併せて受入れ学
年を3年生までから6年生までに拡大しました。平成29年度より
こども未来課が所管しています。
　利用者の増加に伴い、小学校の特別教室等の利用を進めてい
ます。令和８年度から五加小学校の家庭科室を利用できるよう
整備を行いました。

　病児保育事業は、病気にかかっているこどもや回復しつつある子どもを医療機関や
保育所の付設の専用スペースなどで一時的に預かる事業です。

　保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な育成を受けられ
ない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、健全育成を図る事業です。

内訳

内訳

　世帯所得の状況等を勘案して、保護者が支払うべき物品の購入に要する費用等の全
部または一部を助成する事業です。

　特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な
事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進するための事
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14.妊婦等包括相談支援事業〔本計画90ページ〕

15.乳児等通園支援事業〔本計画91ページ〕

16.産後ケア事業〔本計画91ページ〕

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 990人日 972人日 960人日 942人日 936人日
実績 571人日

説明

（健康推進課）
　妊娠期に2回（妊娠届出時と妊娠8か月頃）面談を実施。　

※年度末登録児童数
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み - 31人 30人 30人 29人
実績 -

説明

（保育課）
　令和８年度より開始予定です。

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 539人日 526人日 517人日 510人日 501人日
実績 495人日

説明

（健康推進課）
　医療機関、助産所へ委託し、訪問型87人、通所型4時間185
人、通所型8時間136人、宿泊型87人が利用。

　妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必
要な支援につなぐ伴奏型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施する事業

　子ども・子育て支援法において規定されており、満３歳未満の小学校就学前のこど
もで、こどものための教育・保育給付を受けていない者が利用対象です。月一定時間
までの利用可能枠の中で利用が可能です。この事業は、乳児や幼児への遊びや生活の
場の提供、保護者との面談、保護者への援助を行います。

　産後間もない母子に対して、助産師や保健師等による心身のケアや育児のサポート
等を行い、産後も安心して子育てができるように支援する事業です。
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17.子育て世帯訪問支援事業〔本計画92ページ〕

18.児童育成支援拠点事業〔本計画92ページ〕

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 100人日 92人日 83人日 73人日 63人日
実績 182人日

説明

（こども未来課）
　４か所（大志会森の里・ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟしあわせｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ・アリ
スチャイルドメイト・le cocon）へ委託し実施しました。

※年延べ
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み - - 42人日 42人日 42人日
実績 -

説明

（こども未来課）
　令和９年度より開始予定です。

　子育て世帯訪問支援事業とは、家事・子育て等に不安や負担を抱える子育て家庭・
妊産婦・ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭の不安や悩
みを傾聴し、家事・子育ての支援を実施することで、家庭や養育環境を整え、虐待リ
スクを未然に防ぐことを目的とする事業です。

　養育環境に課題を抱える児童に対して、居場所を提供し、生活習慣の形成や学習の
サポート、進路相談、食事の提供などを行うとともに、児童と家庭の状況をアセスメ
ントし、関係機関と連絡調整を行う事業です。子育ての支援を実施することで、家庭
や養育環境を整え、虐待リスクを未然に防ぐことを目的とする事業です。
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